
環境衛生課からのお知らせ 環境衛生課　☎０７３８-２３-5506

浄化槽について考えてみませんか？ ～１０月１日は浄化槽の日～
　「浄化槽の日」は、浄化槽の設置や管理方法等につい
て定める浄化槽法が昭和60年10月１日に全面施行され
たことを記念して定められました。
　家庭の台所などから出る生活雑排水を、そのまま水路
から河川に流すと河川の水質を悪化させるため、合併処
理浄化槽や公共下水道、農業集落排水などの処理施設を
整備し、生活排水の適正処理を図る必要があります。
　現在、単独処理浄化槽やくみ取り便槽を利用した水洗
トイレを設置されているご家庭で、水回りの改修を検討
されている場合は、合併処理浄化槽の補助金制度を設け
ていますので、ご相談ください。

◎浄化槽の機能を正常に保つために
　　水をきれいにして流してくれる浄化槽ですが、水質をきれいな状態で流し続けていくためには、適正な維
　持管理が必要です。
　　浄化槽を適正に維持管理していくために、次の３つの事項が義務付けられています。
　　①保守点検…浄化槽の装置の点検・修理、汚泥の確認、消毒剤の補充など（年３回以上）
　　②清掃…浄化槽の中に溜まった汚泥の塊の除去、付属装置・機械類の洗浄（年１回以上）
　　③水質検査（法定検査）
◎浄化槽管理者は水質検査（法定検査）を必ず受けましょう！
　　水質検査（法定検査）は、浄化槽の保守点検、清掃が実施されて、浄化槽の機能が正常に働いているか、
　　放流される水の水質が基準を満たしているのかなどを検査するものであり、放流水質が悪くなって身近な
　　生活環境の悪化等につながることを防ぐために行われています。県の指定検査機関である和歌山県水質保
　　全センター（TEL：073-432-6433）が公正中立な立場で検査を行いますので、ご理解とご協力をお願
　　いします。理由もなく水質検査を受けなかった場合、過料（罰則）が適用されます。

♦締め切り　11月30日（水）※受付期間中でも補助予定基数【70基】に達した時点で終了となります。
♦申し込み・問い合わせ　環境衛生課　☎0738-23-5506

◯浄化槽設置整備事業補助金
　補助の利用を希望される場合は、事前に本人かご家族の方が環境衛生課までお越しのうえ、相談・申込を行って
ください。
♦補助金額　●単独処理浄化槽・くみ取り便槽から転換の場合

建物種類 人槽区分

5人槽
6～7人槽
8～50人槽

11～50人槽

浄化槽設置補助金額

330,000円
414,000円
546,000円

合計補助金額

720,000円
804,000円
936,000円

300,000円

546,000円 636,000円

配管工事費補助金額 単独処理浄化槽
くみ取り便槽撤去費補助金額

90,000円

対象外飲食店または
民宿等

専用住宅または
併用住宅

建物種類 補助対象となる人槽区分
5人槽
6～7人槽
8～50人槽

浄化槽補助金額
330,000円
414,000円
546,000円

専用住宅または
併用住宅

●新築・解体後の建替えの場合

令和３年度
健全化判断比率と資金不足比率を公表します 財政課　☎0738‐23-5533

　令和３年度決算に基づく御坊市の健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政健全化に関す
る法律第３条第１項及び第22条第１項の規定により公表します。
　本市におきましては、一般会計等に赤字が出ていないため、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率
が発生しておりません。将来負担比率については、元金の償還が進み、起債現在高が減少したことにより、前年度
比2.7％の減となっており、早期健全化基準に達しておりません。また、実質公債費比率についても、前年度比
0.1％の減となっており、早期健全化基準に達しておりません。
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♦令和３年度　御坊市健全化判断比率 （単位：％）
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福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計の赤字の程度を指標
化し、財政運営の深刻度を示すものです。

全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化
し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すものです。

借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を
示すものです。

地方公共団体の一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担金等の
現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうか
を示すものです。

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して
指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。

♦各用語の解説

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

水 道 事 業 会 計
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令和３年度特別会計の名称 令和２年度 経営健全化基準増　　減

♦令和３年度　御坊市資金不足比率 （単位：％）
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